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※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。

　
母
子
保
健
事
業
推
進
の
た
め
に
、

平
成　
年
３
月
に
策
定
し
た
母
子

２７

保
健
計
画
の
計
画
期
間
が
令
和
２

年
３
月
を
も
っ
て
満
了
す
る
た
め
、

令
和
２
年
度
か
ら
の
母
子
保
健
施

策
を
推
進
す
る
に
当
た
り「（
第
２

次
）
東
久
留
米
市
母
子
保
健
計
画

（
素
案
）」を
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
閲
覧
期
間
・
場
所
】
閉
庁
日
・

休
館
日
を
除
く　
月　
日
（
月
）

１１

２５

～　

月　

日
（
土
）
に
健
康
課

１２

１４

（
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
１
階
）、

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１

階
）、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す

　
【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】閲
覧
期

間
中
に
（
必
着
）、
件
名
に
「
第
２

次
東
久
留
米
市
母
子
保
健
計
画

（
素
案
）へ
の
意
見
」
と
明
記
し
て
、

住
所
・
氏
名
・
年
代
（
例
＝　
代
）、

４０

ご
意
見
（
書
式
は
自
由
）
を
記
入

の
上
、
〒
２
０
３
儿
０
０
３
３
、

滝
山
４
ノ
３
ノ　
、
わ
く
わ
く
健

１４

康
プ
ラ
ザ
内
健
康
課
保
健
サ
ー
ビ

ス
係
宛
て
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
（
４

７
７・０
０
３
３
）ま
た
は
電
子
メ

ー
ル
（kenko@

city.higashikuru
me.lg.jp

）
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見

は
、
個
人
情
報
を
除
い
た
上
で
要

約
し
、
後
日
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
開
し
ま
す
。
ご
意
見
に
対
し
て

個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
７
・
０

０
２
２
へ
。

　
空
家
等
対
策
を
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
実
施
す
る
た
め「
東
久
留
米

市
空
家
等
対
策
計
画（
素
案
）」を

取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、市
民
の

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
閲
覧
期
間
・
場
所
】
閉
庁
日
・

休
館
日
を
除
く　
月　
日
（
水
）

１１

２０

～　
月　
日（
水
）に
、
環
境
政
策

１２

１１

課（
市
役
所
５
階
）、市
政
情
報
コ

ー
ナ
ー
（
同
１
階
）、
中
央
・
滝

山
・
ひ
ば
り
が
丘
・
東
部
の
各
図

書
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す

　
【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】閲
覧
期

間
中
に
（
必
着
）、
件
名
に
「
東
久

留
米
市
空
家
等
対
策
計
画
（
素

案
）」
と
明
記
し
て
、
住
所
・
氏

名・年
代
（
例
＝　
代
）、
ご
意
見

４０

（
書
式
は
自
由
）
を
記
入
の
上
、

〒
２
０
３
儿
８
５
５
５
、
市
役
所

環
境
政
策
課
宛
て
郵
送
、
フ
ァ
ク

ス
（
４
７
０
・
７
８
０
９
）
ま
た

は
電
子
メ
ー
ル
（kankyoseisaku

@
city.higashikurume.lg.jp

）
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で

の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
お

寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
個

人
情
報
を
除
い
た
上
で
要
約
し
、

後
日
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

ま
す
。
ご
意
見
の
返
却
や
個
別
の

回
答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
生
活
環
境
係
☎

４
７
０
・
７
７
５
３
へ
。

　
自
殺
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
市
で
は
市
町
村
自
殺
対

策
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　
こ
の
た
び
、「
東
久
留
米
市
自
殺

対
策
計
画（
素
案
）」を
取
り
ま
と

め
ま
し
た
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
意

見
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
閲
覧
期
間
・
場
所
】
閉
庁
日
・

休
館
日
を
除
く　
月　
日
（
月
）

１１

１８

～　

月
７
日
（
土
）
に
健
康
課

１２
（
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
１
階
）、

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１

階
）、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す

　
【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】閲
覧
期

間
中
に
（
必
着
）、
件
名
に
「
東
久

留
米
市
自
殺
対
策
計
画
（
素
案
）

へ
の
意
見
」と
明
記
し
て
、住
所・

氏
名・年
代
（
例
＝　
代
）、
ご
意

４０

見
（
書
式
は
自
由
）
を
記
入
の
上
、

〒
２
０
３
儿
０
０
３
３
、
滝
山
４

ノ
３
ノ　
、
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ

１４

ザ
内
健
康
課
保
健
サ
ー
ビ
ス
係
宛

て
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
（
４
７
７
・

０
０
３
３
）
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル

（kenko@
city.higashikurume.l

g.jp

）
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見

は
、
個
人
情
報
を
除
い
た
上
で
要

約
し
、
後
日
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
開
し
ま
す
。
ご
意
見
に
対
し
て

個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
７
・
０

０
２
２
へ
。

　
２
年
度
の
保
育
施
設
入
所
の
し

お
り
や
認
可
保
育
施
設
へ
の
入
所

申
し
込
み
と
教
育
・
保
育
給
付
認

定
の
申
請
書
類
は
子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
２
階
）
で
配
布
中
で
す
。

一
部
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

取
得
で
き
ま
す
。

　
【
受
付
日
時
】日
曜
日
を
除
く　
１１

月　
日
（
土
）
～　
月　
日
（
火
）。

３０

１２

１０

土
曜
日
が
午
前
９
時
～
午
後
４
時
。

最
終
日
（　
月　
日
）
が
午
前
９

１２

１０

時
～
午
後
８
時
。
そ
れ
以
外
の
平

日
は
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
※
い
ず
れ
の
日
も
午
前　
時
半

１１

～
午
後
１
時
は
除
き
ま
す
。

　
【
会
場
】市
役
所
２
階
２
０
４
会

議
室
　
【
ご
注
意
】入
所
の
選
考
は
先
着

順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
年
、
受

付
期
間
前
半
は
非
常
に
混
雑
し
、

お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
受
付
期
間
後
半
も
ご
利

用
く
だ
さ
い
▼
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス

で
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
▼

既
に
平
成　
年
度
中
の
入
所
申
し

３１

込
み
を
行
い
、
決
定
を
待
っ
て
い

る
方
で
、
２
年
４
月
１
日
以
降
も

引
き
続
き
入
所
を
希
望
す
る
方
も
、

受
付
期
間
中
に
新
た
に
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
▼
転
出
な
ど
で
他
市

区
町
村
保
育
所
の
入
所
を
希
望
す

る
方
は
、
各
自
治
体
で
申
込
締
め

切
り
日
や
必
要
書
類
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い

◎
０
歳
児
（
出
産
予
定
者
）
の
仮

申
請
　
５
月
以
降
の
申
請
に
は
仮
申
請

制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
【
対
象
】出
産
予
定
日
が
判
明
し
、

２
年
４
月
１
日
時
点
で
生
後　
日
５７

目
に
達
す
る
予
定
の
子
（
２
年
２

月
４
日
（
火
）
ま
で
に
出
産
予
定

の
方
）

　
【
申
請
期
間
】　
月　
日（
土
）～

１１

３０

２
年
１
月
７
日
（
火
）。　
※　
月
１１

　
日
（
土
）
～　
月　
日
（
火
）

３０

１２

１０

は
一
般
の
申
請
受
付
と
同
じ
日

時
・
会
場
で
、　

月　
日
（
水
）

１２

１１

以
降
は
８
時
半
～
午
後
５
時
に
、

子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
２
階
）

で
受
け
付
け
ま
す
（　
月　
日
以

１２

１１

降
は
、
正
午
～
午
後
１
時
お
よ
び

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　
【
申
請
の
方
法
】保
護
者
の
氏
名

で
仮
申
請
し
、
対
象
の
お
子
さ
ん

の
出
生
届
を
提
出
後
、
必
ず
同
課

で
本
申
請
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
本
申
請
の
受
付
期
限
は
、

２
年
２
月　
日
（
火
）
午
後
５
時

１８

ま
で
で
す

　
【
ご
注
意
】仮
申
請
し
た
方
で
入

所
内
定
し
た
場
合
で
も
、
実
際
の

出
生
日
が
２
年
２
月
５
日
（
水
）

以
降
の
場
合
は
、
４
月
１
日
の
入

所
要
件
に
該
当
し
な
く
な
る
た
め
、

仮
申
請
・
内
定
は
取
り
消
し
と
な

り
ま
す
。
５
月
１
日
付
入
所
を
希

望
す
る
場
合
は
、
再
度
申
請
が
必

要
で
す
。
５
月
以
降
の
入
所
は
通

常
通
り
の
選
考
と
な
り
ま
す
▼
お

子
さ
ん
が
生
ま
れ
た
後
、
期
日
ま

で
に
本
申
請
が
な
い
場
合
も
仮
申

請
・
内
定
取
り
消
し
に
な
り
ま
す

◎
二
次
受
け
付
け

　
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

２
年
２
月
４
日（
火
）～　
日（
金
）

１４

に
受
け
付
け
予
定
。
た
だ
し
、
一

次
入
所
利
用
調
整
後
の
欠
員
に
伴

う
申
し
込
み
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
保
育
・
幼
稚
園

係
☎
４
７
０
・
７
７
４
５
へ
。

介
護
認
定
調
査
員 

（

嘱

託

員

）

　
【
任
用
期
間
】２
年
１
月
以
降
３

月　
日
ま
で
（
４
月
１
日
以
降
は
、

３１
１
年
ご
と
に
選
考
〈
有
資
格
の
確

認
、
面
接
等
〉
の
上
、
再
度
任
用

の
場
合
あ
り
）

　
【
勤
務
時
間
】午
前
８
時
半
～
午

後
５
時　
分
。
月　
日
勤
務

１５

１６

　
【
勤
務
内
容
】要
介
護（
要
支
援
）

認
定
に
係
る
訪
問
調
査
と
調
査
票

の
作
成
、
確
認
な
ど

　
【
勤
務
条
件
】
健
康
保
険・厚
生

年
金
・
雇
用
保
険
あ
り
、
有
給
休

暇
あ
り
（
任
用
開
始
か
ら
６
カ
月

以
降
）、
な
ど

　
【
応
募
資
格
】介
護
支
援
専
門
員

の
有
資
格
者

　
【
応
募
人
数
】
若
干
名

　
【
報
酬
月
額
】　
万
２
９
０
０
円

２０

（
予
定
。
市
嘱
託
員
取
扱
要
綱
に

基
づ
く
報
酬
額
。
交
通
費
相
当
額

は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は
事
前
連
絡
の
上
、

　
月　
日
（
火
）
ま
で
に
市
販
の

１１

２６

履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
と
介
護
支

援
専
門
員
証
（
写
し
）
を
介
護
福

祉
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
直
接
持

参
。
採
用
は
書
類
選
考
と
面
接
の

上
、
決
定
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
介
護
サ
ー
ビ
ス

係
☎
４
７
０
・
７
７
５
０
へ
。

　
　

月　

日
（
祝
）・　

日

１１

２３

２４

（
日
）
は
、
市
庁
舎
内
電
気

設
備
の
点
検
な
ど
を
行
う
た

め
、
館
内
は
停
電
と
な
り
ま

す
。
そ
れ
に
伴
い
、
終
日
市

役
所
本
庁
舎
を
閉
館
し
ま
す
。

　
庁
舎
１
階
市
民
プ
ラ
ザ
・

屋
内
ひ
ろ
ば
・
金
融
機
関
Ａ

Ｔ
Ｍ
・
地
下
駐
車
場
な
ど
も

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

　
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
　
詳
し
く
は
管
財
課
管
財
係

☎
４
７
０
・
７
７
１
８
へ
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
私
た
ち
の

健
康
と
生
命
を
守
る
大
切
な
制
度

で
す
。
国
民
健
康
保
険
の
健
全
な

運
営
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◎
被
保
険
者

　
【
診
療
件
数
】２
万
２
８
８
６
件

　
【
診
療
費
】５
億
８
５
３
７
万
８

９
２
５
円
（
前
年
度
比　
・８
％
）

９７

▼
１
件
あ
た
り
の
金
額
＝
２
万
５

５
７
８
円

　
※
出
典
は
国
民
健
康
保
険
毎
月

事
業
状
況
報
告
（
８
月
報
）。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
３
へ
。

「（
第
２
次
）東
久
留
米
市
母
子
保
健
計
画（
素
案
）

「（
第
２
次
）東
久
留
米
市
母
子
保
健
計
画（
素
案
）」」

に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
ご
意
見
）

に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
ご
意
見
）をを

募
集
し
ま

募
集
し
ま
すす

「
東
久
留
米
市
自
殺
対
策
計
画（
素
案
）」

に
対
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
ご
意
見
）を

募
集
し
ま
す

「
東
久
留
米
市
空
家
等
対
策
計
画（
素
案
）」に

対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
ご
意
見
）

を
募
集
し
ま
す

２
年
度
認
可
保
育
施
設
へ
の
入
所
申
し
込
み
と

教
育
・
保
育
給
付
認
定
申
請
は

　

月　

日
（
土
）
～　

月　

日
（
火
）
で
す

１１

３０

１２

１０

国
民
健
康
保

国
民
健
康
保
険険

元
年
5
月
分
の
診
療
費
を
お
知
ら
せ
し
ま

元
年
5
月
分
の
診
療
費
を
お
知
ら
せ
し
ま
すす

　

月　

日
（
祝
）・

１１

２３

　

日
（
日
）

２４終
日
市
役
所
本
庁
舎
を

閉
館
し
ま
す

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
ご
意
見
）
の
募
集

　
高
額
療
養
費（
外
来
年
間
合
算
）

制
度
は
、
年
間
を
通
し
て
高
額
な

外
来
診
療
を
受
け
て
い
る
方
の
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
、
自
己
負
担

額
の
年
間
上
限
額（　
万
４
千
円
）

１４

を
超
え
た
場
合
に
、
超
え
る
部
分

の
金
額
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

　
　
月
下
旬
よ
り
支
給
対
象
世
帯

１１

へ
支
給
申
請
の
勧
奨
通
知
を
送
付

し
ま
す
。

　
※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
の
方
（　
歳
以
上
の
方
）

７５

に
つ
い
て
は
、
広
報
２
年
２
月
１

日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
【
計
算
対
象
期
間
】平
成　
年
８

３０

月
１
日
～
令
和
元
年
７
月　
日
３１

　
【
対
象
者
】　
歳
以
上
で
７
月　

７０

３１

日
現
在
、
所
得
区
分
が
一
般
ま
た

は
非
課
税
世
帯
の
方

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費（
外
来
年
間
合
算
）

支
給
申
請
の
勧
奨
通
知
を
送
付
し
ま
す

　
【
様
式
配
付
日
】　
月　
日（
金
）

１１

２９

か
ら
　
【
受
付
期
間
】　
月
２
日（
月
）～

１２

６
日
（
金
）

　
【
受
付
時
間
】
配
付・受
け
付
け

の
い
ず
れ
も
午
前
８
時
半
～
午
後

５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

　
【
受
付
場
所
】学
務
課（
市
役
所

６
階
）

　
【
ご
注
意
】各
小
学
校
と
の
直
接

の
契
約
は
あ
り
ま
せ
ん
。
指
名
参

加
登
録
を
行
わ
な
い
場
合
、
納
品

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
８
月

納
品
分
は
９
月
分
と
ま
と
め
て
の

ご
請
求
と
な
り
ま
す

　
詳
し
く
は
同
課
保
健
給
食
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

２
年
度

小
・
中
学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者
の

指
名
参
加
登
録
の
受
け
付
け

　
市
で
は
、　

年
後
の
「
ま
ち
の

１０

将
来
像
」や
、「
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
目
標
」
な
ど
を
定
め
る
「
第
５

次
長
期
総
合
計
画
基
本
構
想
」
に

つ
い
て
、
学
識
経
験
者
や
市
民
を

交
え
た
基
本
構
想
審
議
会
に
諮
問

し
、
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
引
き
続
き
、
同
審
議
会
で
検
討

を
進
め
る
に
当
た
り
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
ご
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
の
検
討
経
過
を
「
基
本

構
想
の
中
間
答
申
」
と
し
て
中
間

的
に
取
り
ま
と
め
た
の
で
、
ご
覧

い
た
だ
き
、
ご
意
見
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

　
【
閲
覧
場
所
】企
画
調
整
課（
市

役
所
４
階
）、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
同
１
階
）、
中
央
・
滝
山
・
ひ
ば

り
が
丘
・
東
部
の
各
図
書
館
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
　
※
市
役
所
と
図
書
館
は
、
開
庁

日
・
開
館
日
に
限
り
ま
す
。

　
【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】　
月　
１２

２７

日（
金
）ま
で
に
（
必
着
）、
件
名
に

「
基
本
構
想
中
間
答
申
に
つ
い
て
」

と
明
記
し
て
、住
所・氏
名・年
代

（
例
＝　
代
）、ご
意
見（
書
式
は
自

４０

由
）を
記
入
の
上
、〒
２
０
３
儿
８

５
５
５
、
市
役
所
企
画
調
整
課
宛

て
郵
送
、フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０・７

８
０
４
）ま
た
は
電
子
メ
ー
ル（ki

kakuchosei@
city.higashikurum

e.lg.jp

）
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 　

※
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で

の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
お

寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
個

人
情
報
を
除
い
た
上
で
要
約
し
、

基
本
構
想
審
議
会
に
情
報
提
供
い

た
し
ま
す
。
な
お
、
同
審
議
会
が

行
う
意
見
募
集
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
手
続
き
で
は
あ
り
ま
せ

ん
）
で
あ
る
た
め
、
ご
意
見
の
返

却
や
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
お
知
ら
せ

　
　
月　
日（
日
）に
市
民
プ
ラ
ザ

１２

１５

ホ
ー
ル
（
市
役
所
１
階
）
で
市
民

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
、
中
間
答

申
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
広
報　
月
１
日

１２

号
で
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
０
２
へ
。

基
本
構
想
の
中
間
答
申
に
つ
い

基
本
構
想
の
中
間
答
申
に
つ
い
てて

ご
意
見
を
募
集
し
ま

ご
意
見
を
募
集
し
ま
すす


